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令和２年度税制改正の見込み等について


１　令和２年度税制改正の見込み等
　　国税庁において主税局と協議している事項のうち令和２年度の税制改正が見込まれるものは以下の通り。当該項目について、主税局に対する税制改正意見に盛り込んだ上で、申し入れを行うこととしたい（11月８日予定）。（詳細は別添１・別添２）。
· 納税者の利便性向上に関するもの　　　　14項目
· 適正・公平な課税・徴収に関するもの　　９項目
（参考）　過去の税制改正意見の申入れ件数と改正件数
	改正年度
	平成28年度
	平成29年度
	平成30年度
	平成31年度
	令和２年度

	申入れ件数
	【５件】30件
	【12件】31件
	【15件】31件
	【11件】35件
	【11件】23件

	改正件数
	【４件】 9件
	【９件】19件
	【12件】15件
	【４件】12件
	

	改正割合
	【80%】30.0％
	【75%】61.3％
	【80％】48.4％
	【36％】34.3％
	


※ 【】書きは重点項目の件数を示す。

２　今後の税制改正に向けた検討事務の見直し
　　今事務年度、主税局との間で税制改正に向けた協議会を設置することとしたこと等を踏まえ、今後、より効果的な検討・協議を行うため、以下の通り、検討事務のあり方を見直すこととしたい（詳細は別添３）。
①　国税庁としての税制改正に向けた基本的考え方を整理
②　令和２年度税制改正において、改正が実現しなかったもののうち、重要
なものは中期的な計画を策定し、検討や事例集積等の方針を明確化
③　その他の改正が実現しなかった項目もリスト化して管理
（参考）上記①、②は協議会の場等を活用して、主税局とも共有
上記①は国税局にも共有し、当該基本的考え方も踏まえた現場からの意見提出を促す。
